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本
日
こ
こ
に
、
令
和
二
年
第
二
回
臨
時
会
の
開
会
に
あ
た
り
、
提
出

い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

議
案
の
説
明
に
先
立
ち
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
本
市
で
実
施
し
て
ま
い

り
ま
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
支
援
策
」
に
つ
き

ま
し
て
、
現
況
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

は
じ
め
に
、『
特
別
定
額
給
付
金
事
業
』
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

全
て
の
市
民
の
皆
さ
ま
に
給
付
金
を
確
実
に
お
届
け
出
来
ま
す
よ

う
、
広
報
、
新
聞
折
込
み
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
給
付
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
七
日
現
在
に
お
き

ま
し
て
、
世
帯
の
九
十
九
．
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
給
付
金
額
は
、
七
十
一

億
一
千
五
百
七
十
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

給
付
金
申
請
期
限
は
、
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
、

未
申
請
の
皆
さ
ま
に
は
、
勧
奨
通
知
、
個
別
電
話
、
個
別
訪
問
な
ど
出

来
得
る
限
り
の
方
法
に
よ
り
、
鋭
意
申
請
を
促
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
『
事
業
者
持
続
化
給
付
金
事
業
』
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

八
月
十
七
日
現
在
に
お
き
ま
し
て
、
給
付
件
数
は
、
千
三
百
九
十
六
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件
、
給
付
金
額
は
、
五
億
二
千
百
五
十
万
六
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
多
種
多
様

な
業
種
に
影
響
が
及
び
、
中
小
規
模
事
業
者
及
び
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
を

含
む
個
人
事
業
主
か
ら
、
想
定
を
大
幅
に
上
回
る
申
請
を
受
け
付
け
て

お
り
、
予
算
の
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
再
度
、
予
算
の
増
額

を
今
臨
時
会
に
上
程
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
『
地
域
経
済
消
費
喚
起
事
業
』
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

市
民
一
人
に
つ
き
一
万
円
分
の
商
品
券
を
配
布
す
る
「
南
ア
ル
プ
ス

元
気
券
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
十
一
日
か
ら
順
次
郵
送
を
始
め
て

お
り
、
使
用
開
始
日
の
九
月
十
二
日
ま
で
に
は
、
全
世
帯
へ
の
配
布
を

完
了
す
る
よ
う
、
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
元
気
券
に
よ
り
、
市
内
で
の
消
費
を
大
き
く
喚
起
し
、
地
域
経

済
の
回
復
に
向
け
て
力
強
く
後
押
し
し
、
南
ア
ル
プ
ス
市
に
「
元
気
」

と
「
活
力
」
を
取
り
戻
せ
ま
す
よ
う
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
積
極
的
な
ご
活
用
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

次
に
、
『
宿
泊
・
旅
客
運
送
事
業
者
支
援
金
給
付
事
業
』
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。 

本
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
特
に
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大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
宿
泊
及
び
旅
客
運
送
事
業
者
の
皆
さ
ま

の
事
業
継
続
と
感
染
防
止
対
策
の
た
め
の
支
援
策
と
し
ま
し
て
、
七
月

二
十
七
日
か
ら
、
本
庁
西
別
館
に
お
い
て
、
申
請
の
受
付
を
開
始
し
て

お
り
、
八
月
十
七
日
現
在
に
お
き
ま
し
て
、
十
六
件
が
申
請
さ
れ
て
お

り
、
速
や
か
に
給
付
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

申
請
期
限
に
つ
き
ま
し
て
は
、
九
月
三
十
日
ま
で
と
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
対
象
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
積
極
的
に
ご
活
用
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、『
高
齢
者
熱
中
症
予
防
対
策
事
業
』
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
に
よ
り
、
自
宅
で
過
ご
す
時

間
が
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
皆
さ
ま
、
約

九
千
六
百
人
を
対
象
に
交
付
す
る
「
飲
み
物
券
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

八
月
六
日
ま
で
に
、
概
ね
配
布
を
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

山
梨
県
内
で
は
、
梅
雨
明
け
以
降
、
三
十
度
を
超
え
る
真
夏
日
が
続

く
中
、
八
月
九
日
に
は
、
熱
中
症
の
危
険
が
特
に
高
ま
る
と
し
て
、
県

内
で
初
め
て
「
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
は
、
気
温
、
湿
度
及
び
日
差
し
の
強
さ
か
ら

算
出
す
る
「
暑
さ
指
数
」
を
活
用
し
、
指
数
三
十
三
度
以
上
が
予
想
さ
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れ
る
場
合
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
不
要
不
急
の
外
出
を

控
え
、
空
調
設
備
を
活
用
し
た
涼
し
い
室
内
に
移
動
す
る
な
ど
、
厳
重

な
警
戒
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

今
夏
は
、
感
染
予
防
に
よ
る
マ
ス
ク
の
着
用
に
よ
り
、
例
年
以
上
に

熱
中
症
の
危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
の
で
、
飲
み
物
券
を
ご
利
用
い
た

だ
く
こ
と
で
、
各
自
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
へ
の
対
策
を
、
よ
り
強
め

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
本
臨
時
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し

て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
補
正
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
き
承
認

を
求
め
る
案
一
件
、
補
正
予
算
案
一
件
、
財
産
の
取
得
案
一
件
、
合
わ

せ
て
三
件
で
あ
り
ま
す
。 

 

は
じ
め
に
、
承
認
第
五
号
、
「
南
ア
ル
プ
ス
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
五
号
）
の
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
で

あ
り
ま
す
。 

国
の
持
続
化
給
付
金
支
給
決
定
事
業
者
に
対
し
、
給
付
金
額
の
三
十
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パ
ー
セ
ン
ト
を
、
市
が
独
自
に
上
乗
せ
し
て
給
付
す
る
、
事
業
者
持
続

化
給
付
金
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会

を
招
集
す
る
時
間
的
暇
が
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
八
月
三
日
に
専
決
処
分
し
た

の
で
、
議
会
に
報
告
し
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
六
十
四
号
、
「
南
ア
ル
プ
ス
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
六
号
）」
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

補
正
額
を
二
億
円
と
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
三
百
九
十
八
億

三
千
九
百
九
万
六
千
円
と
い
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
決
処
分
の
承
認
に
て
ご
説
明
い
た
し

ま
し
た
「
事
業
者
持
続
化
給
付
金
給
付
事
業
」
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
禍

の
収
束
の
兆
し
が
見
え
な
い
中
、
更
に
多
く
の
事
業
者
か
ら
の
申
請
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
専
決
処
分
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
一
億
円

に
加
え
、
二
億
円
の
給
付
金
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

財
源
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
普
通
交
付
税
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
六
十
五
号
、
「
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
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す
。 こ

の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
小
中
学
校
の
授
業
で
利
用
す
る
児
童
生

徒
及
び
教
員
の
端
末
の
画
面
情
報
を
拡
大
掲
示
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー
及
び
ア
ダ
プ
タ
ー
を
購
入
す
る
も
の
で
、
去
る
八
月
六
日
に

一
般
競
争
入
札
に
よ
り
、
有
限
会
社
丸
栄
商
事
と
、
二
千
六
百
五
十
万

四
千
五
百
円
で
購
入
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
第

九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び

財
産
の
取
得
又
は
処
分
の
範
囲
を
定
め
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
議
会
の
議
決
を
経
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
提
出
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

以
上
、
提
出
案
件
に
つ
い
て
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

な
お
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
担
当
部
長
よ
り
説
明
い
た
さ
せ
ま
す
。 

 

何
卒
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

令
和
二
年
八
月
二
十
一
日 
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